
（単位：円）

▼賦課期日時点氏名・住所

年　税　額 給与特徴税額 年金特徴税額 差引普通徴収税額

通知書番号
金融機関名
（支店名）
口座番号

（口座名義人）

振替方法

※「充当又は委託納付額」がある場合は、実際に納める額は充当額又は委託納付額を差し引いた金額となります。

納期限

▼特別徴収対象の公的年金の種類と支払者の名称・法人番号
公的年金の種類
支払者の名称
支払者の法人番号
▼10月から2月の公的年金から特別徴収される月と金額

▼昨年度の通知書でお知らせした、4月から8月の公的年金から特別徴収される月と金額
　（仮徴収税額）

年金より特別徴収される額

▼来年度も引き続き公的年金からの特別徴収の対象となる場合に、
来年度の4月から8月の公的年金から特別徴収される月と金額（仮徴収税額）

年金より特別徴収される額

（単位：円）

分区当該人本▼訳内等族親養扶▼額除控得所▼等額金得所▼

合計所得金額
繰越損失額
総所得金額等

▼課税標準額

控除合計

▼算出税額

税額控除前所得割

所得割額
均等割額

減免額・免除額
年　税　額（住民税及び森林環境税の額）    

給与・公的年金等からの特別徴収税額
差引普通徴収税額（本年度納めていただく額）

控  除  不  足  額    
（うち還付額）

新　規

新　規
充当・委託納付額

差　引

変更前
変更後

特別区民税 都民税

特別区民税・都民税・森林環境税  納税決定通知書 令和 年度相当

特別区民税・都民税・森林環境税  課税明細書令和 年度 （令和 年度相当）

令和 年度

森林環境税額

控
配

老
配

特
定

同
老

老
人

16歳
未満

その
他

同
障

特
障

他
障

特
親

特
障

未成
年者

他
障

寡
婦

勤労
学生

ひと
り親

○H
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① 令和８年度から年金特別徴収開始となる方

（前年度に特別徴収が中止になり、再び特別徴収開始の対象

となる方も含む）

「年金特徴税額」の１／２を、６月（第１期）・８月（第２期）に普通

徴収（納付書または口座振替）で納めていただきます。

残りの１／２は、１０月・１２月・２月の公的年金から特別徴収（本

徴収※２）します。

② 前年度から継続して年金特別徴収の方

前年度分の「年金特徴税額」の１／２を、４月・６月・８月の公的

年金から特別徴収（仮徴収※１）します。

「年金特徴税額」から「仮徴収税額」を差し引いた残りの税額

を、１０月・１２月・２月の公的年金から特別徴収（本徴収※２）し

ます。

特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）

（4回）
10月

（5回）
12月

（6回）
2月

（1回）
4月

（2回）
6月

（3回）
8月

前年度分の年金特徴税額の1/2を
3回に分けて年金から差し引き

年金特徴税額から仮徴収税額を
差し引いた残りを

3回に分けて年金から差し引き

普通徴収 特別徴収（本徴収）

（第1期）
6月

（第2期）
8月

（4回）
10月

（5回）
12月

（6回）
2月

年金特徴税額の1/2を
2回に分けて個人納付

年金特徴税額の1/2を
3回に分けて年金から差し引き

ZE-CH-0301-01_納税通知書送付用チラシA3
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特別区民税・都民税・森林環境税　納税決定通知書の見方

令和８年度から納税決定通知書の様式が変更になりました。

税率・各種控除は、年度により異なります（裏面を参照）。
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控除額

33万円

45万円

38万円 33万円 22万円 11万円

45万円 ３８万円 ２６万円 １３万円

５８万円超８５万円以下 ４５万円 5８万円超１００万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円

８５万円超９０万円以下 ４５万円 １００万円超１０５万円以下 ３１万円 ２１万円 １１万円

９０万円超９５万円以下 ４５万円 １０５万円超１１０万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円

９５万円超１００万円以下 ４１万円 １１０万円超１１５万円以下 ２１万円 １４万円 ７万円

１００万円超１０５万円以下 ３１万円 １１５万円超１２０万円以下 １６万円 １１万円 ６万円

１０５万円超１１０万円以下 ２１万円 １２０万円超１２５万円以下 １１万円 ８万円 ４万円

１１０万円超１１５万円以下 １１万円 １２５万円超１３０万円以下 ６万円 ４万円 ２万円

１１５万円超１２０万円以下 ６万円 １３０万円超１３３万円以下 ３万円 ２万円 １万円

１２０万円超１２３万円以下 ３万円 １３３万円超 ０円 ０円 ０円

26万円

30万円

５３万円

２６万円

３０万円

26万円

人的控除
特定親族
特別控除

親
族
等
の
合
計
所
得
金
額

普通

特別

同居特別

寡婦控除

ひとり親控除

勤労学生控除

障害者控除

納税者の合計所得金額

老人扶養（７０歳以上）

同居老親等（７０歳以上）

種類

種類
900万円以下

900万超
９５０万円以下

950万円超
1,000万円以下

扶養控除

一般（16歳以上18歳以下
　及び23歳以上69歳以下）

特定扶養（１９歳以上２2歳以下）

43万円

29万円

15万円

一般
配偶者控除

老人（70歳以上）

配偶者特別控除

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

基礎控除

合
計
所
得
金
額

2,400万円超2,450万円以下

2,400万円以下

2,450万円超2,500万円以下

（所得控除続き）

※

※居住年が平成２８年から令和７年までの場合には、当該課税総所得金額等に所得税の基礎控除額から４８万円を

　差し引いた額を加算した額の５％

※

税額控除

別

別 別


